[bookmark: _Hlk132893461]社会福祉法人　山県市社会福祉協議会　ボランティア助成金要綱
（目的）
第１条　この要綱は、市民が自主的に地域福祉の向上及び充実を図ることを目的とした団体の活動の継続・発展を支援するため、社会福祉法人山県市社会福祉協議会（以下「本会」という。）がボランティア助成金（以下「助成金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

（助成区分及び申請回数）
第２条　助成金の区分は以下のとおりとする。
[bookmark: _Hlk64276473]（１）コミュニティボランティア活動助成金　
[bookmark: _Hlk64294300]（２）ボランティア団体運営助成金
２　前項の助成金の申請は、当該年度につき助成区分毎に１回を上限とし併用できるものとする。

（助成金の対象団体の要件）
第３条　助成金の対象となる団体（以下「助成団体」という。）は、助成区分毎に以下に掲げる事項をすべて満たす団体とする。
	（１）コミュニティボランティア活動助成金
	（２）ボランティア団体運営助成金　

	・本会にボランティア登録をしていること　・ボランティア活動保険に加入していること
・市内に拠点をおいて活動していること　・営利、政治等の活動をしていないこと
・他団体から助成金等を受給している場合は、対象活動経費と本助成金額の整合性がとれていること

	
	・年間３回以上社協事業に協力する団体であること
・当該前年度の繰越金が当該年度の予算総事業費の３分の1以下であること
・月に１回、またはそれに相当する回数のボランティア
活動を計画されていること


２　その他、本会会長が適当と認めた場合は、この限りではない。

（対象となる活動と助成額）
[bookmark: _Hlk132893594]第４条　助成区分毎の助成額は以下のとおりとし、助成額は予算の範囲とする。
	（１）コミュニティボランティア活動助成金

	居場所づくり活動
子どもから高齢者までの多世代交流できる活動を延参加人数120人以上、年間6回以上実施する。※食事に関する材料費の助成額は一人あたり300円までとする。
	上限100,000円

	配食サービス活動
高齢者、障がい者、生活保護世帯等を対象とした配食サービスを1回あたり20人以上、年間5回以上実施する。※食事に関する材料費の助成額は一人あたり400円までとする。
	

	学習支援、子ども食堂
学習支援や子ども食堂など子どもの居場所作りを１回あたり５名以上、月に１回以上実施する。※食事に関する材料費の助成額は一人あたり300円までとする。
	

	買い物支援活動
買い物が困難な高齢者・障がい者等を対象に1回あたり5人以上、月に1回程度買い物支援を実施する。
	上限60,000円

	[bookmark: _Hlk132893619]（２）ボランティア団体運営助成金

	高齢者
・高齢者施設でのレクリエーションやイベントへの協力、喫茶手伝い、洗濯、清掃活動　等
・ふれあいサロン、老人会等でのメニュー提供（音楽、演劇、読み聞かせ等）
・高齢者を対象としたイベント、事業の開催
	上限40,000円
（補助対象経費総額の２分の１以下とする。）

	障がい者
・障がい者施設でのレクリエーションやイベントへの協力、喫茶手伝い、洗濯、清掃活動　等
・障がい者を対象としたイベント、事業の開催
	

	児童・青少年
・児童施設でのレクリエーションやイベントへの協力、喫茶手伝い、洗濯、清掃活動　等
・小学校、保育園での福祉学習協力（手話、読み聞かせ等）
・児童、青少年を対象としたイベント、事業の開催
	



（対象経費）
第５条　助成金の対象となる経費は、以下のとおりとする。
	対象
	使用料（家賃、会場費:お茶、茶菓子程度１名３００円まで） ・ 光熱水費 ・ 保険料
通信運搬費（郵便料、電話代） ・ 印刷製本費 ・ 消耗品費 ・ 手数料 ・ 謝礼費 ・ 燃料費
器具什器購入費・その他、会長が必要と認めたもの

	対象外
	スタッフ、ボランティアのみの飲食費・懇談会経費
領収書等が無く支払ったことが証明できないもの ・ 活動に直接関係ない経費



（申請）
第６条　助成金の交付を申請する団体は、以下の書類を本会に提出しなければならない。
	（１）コミュニティボランティア活動助成金
	（２）ボランティア団体運営助成金

	・ボランティア助成金申請書（様式第1号）　・構成員名簿

	コミュニティボランティア活動計画書・予算書（様式2-1）
	ボランティア団体活動計画書・予算書（様式第2-2）


ただし、活動内容と収支予算がわかるものであれば任意の様式でもよいものとする。

[bookmark: _Hlk132893920]（申請期間）
第７条　助成金申請期間は以下のとおりとする
	（１）コミュニティボランティア活動助成金
	（２）ボランティア団体運営助成金

	当該年度の4月1日から5月31日
	当該年度の4月1日から5月31日


ただし、申請額が予算に達しない場合又は、会長が必要と認める場合は申請期間を延長することができるものとする。

（助成金の交付の決定及び通知）
第８条　本会は、申請書を受理したとき速やかに内容の審査を行い、助成の可否及び助成額を本会の予算内で決定するとともに、その結果を申請団体にボランティア助成金交付決定（不承認）通知書（様式第3号）にて通知するものとする。
２　不承認となった場合は、第６条により提出された申請書等は、申請団体へ返還するものとする。
（助成金の交付）
第９条　前条により助成金交付の決定を受けた団体は、ボランティア助成金請求書（様式第４号）を本会に提出するものとする。

（活動の報告）
[bookmark: _Hlk65662177]第１０条　助成金の交付を受けた団体は、当該年度３月３１日までに活動を完了し次年度の４月３０日までに、以下の様式及び、領収書の写し、写真その他の活動内容がわかるものを提出しなければならない。
	（１）コミュニティボランティア活動助成金
	（２）ボランティア団体運営助成金

	ボランティア助成金実施報告書（様式第５号）　

	コミュニティボランティア活動報告書・決算書（様式6-1）
	ボランティア団体活動報告書・決算書（様式第6-2）


ただし、活動内容と収支決算がわかるものであれば任意の様式でもよいものとする。

[bookmark: _Hlk132894406]（助成団体の責務）
第１１条　この要綱の定めるところにより助成を受けた団体は、交付を受けた目的及び使途に反して助成金を使用してはならない。

[bookmark: _Hlk132894486]（返還）
第１２条　助成を受けた団体は、活動の中止及びその他の事由により、交付された助成金を支出しなくなった場合または、実際に支出した額が助成額を下回り余剰金が生じた場合は、ボランティア助成金返還届（様式第７号）を本会に提出し、助成金を返還しなければならない。
４　本会は、助成団体が前条の定めに違反し、または偽りその他不当な行為があったとみられるときは、助成金の全額または一部を返還させるものとする。

（補則）
第１３条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

附則
　この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

